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第 1 児童相談センターの概要 

１ 管内の概要 

一宮児童相談センターは、尾張西部地域の一宮市を始めとする５市２町を所管区域とし、

その総人口は７９１，６６７人（令和２年４月１日現在）、面積は３３３.５４㎢である。 

当地域は、愛知県の北西部、木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）によって形成された濃

尾平野の中心に位置し、西に伊吹山地から鈴鹿山脈、養老山地を望む扇状地に広がっている。

木曽川によってもたらされた肥沃な土壌、平坦な土地、豊かな水をもって、古くから農業、

商業ほか様々な産業が発展してきた。 

  一宮市における花苗、稲沢市の植木・苗木、ぎんなん、扶桑町の守口大根などは、全国有

数の出荷額を誇っている。 

また、一宮市の毛織物を中心とした繊維産業、大口町における機械工業など、管内市町で

は製造業も主要な産業となっている。 

  さらに、犬山市の国宝犬山城、江南市の古刹・曼荼羅寺の藤、天下の奇祭と言われる稲沢

市の国府宮はだか祭り、岩倉市から大口町にかけて流れる五条川の桜など、歴史、文化、自

然も大切に育まれてきている。 

  管内には、JR（東海道線）、名古屋鉄道（名古屋本線、犬山線、尾西線）の鉄道網、名神

高速道路、東海北陸自動車道、名古屋高速道路の幹線道路網が伸び、こうした産業・物流を

支えるとともに、名古屋市近郊の通勤居住圏として伸展が見られる。 

 
  ○管内人口等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○管内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 世帯数 人 口 児童数 

一宮市 151,390  379,316  60,997  

犬山市 29,512  73,162  11,097  

江南市 38,916  97,763  15,361  

稲沢市 52,371  135,160  21,174  

岩倉市 21,556  47,934  7,202  

大口町 9,148  24,134  4,399  

扶桑町 13,657  34,198  5,671  

合 計 316,550  791,667  125,901  
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２ 沿 革 

  昭和２２年１２月１２日 児童福祉法公布 

 

    ２３年 ６月３０日 「愛知県一宮地方児童相談所」を一宮市役所民生課内に設置 

翌日から業務開始 

 

       １０月２１日 一宮市立熊沢保育園（一宮市川田町１丁目１１番地）の階上へ

移転 

 

    ２７年 ５月２７日 「愛知県一宮児童相談所」と改称 

 

    ２８年 ８月 ３日 一宮市古金町１丁目１１番地に新築移転 

 

    ４２年 ８月２０日 一宮市大和町宮地花池字彦太郎１番地に新築移転 

（現・一宮市昭和１丁目１１番１号） 

 

    ４７年 ４月 １日 附設の一時保護所を廃止 

一時保護業務を愛知県中央児童相談所で集中管理 

 

 平成１４年 ４月 １日 愛知県第３次行革大綱に基づく地方機関の再編により、「愛知

県一宮児童相談センター」に改称 

 

３ 組織と職員の配置状況 

（１）組織  

                                                         

（２）職員配置状況（令和２年４月１日現在） 

名 称 センター長 医師 ＳＶ 児童福祉司 児童心理司 保健師/警察 OB 庶務 計 

職員数 １ 
２ 

（２） 
５ ２０ １０ 

２ 

（１） 
２ 

４２ 

（３） 

   （ ）内は嘱託の再掲 

センター長 

 児童育成課  

 児童育成課長（SV） 

 

児童相談第一グループ（12） 

SV ― 班員 11 名 

児童相談第二グループ（1２） 

課長補佐（SV）― 班員 1１名 

※主任（SV）１名を含む 

総務・心理グループ（1３） 

 課長補佐 ― 班員 1２名 

    ※主査（SV）１名を含む 

※ＳＶ＝スーパーバイザー 
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４ 児童相談センターの業務 

（１）業務の内容 

児童相談センターは、児童福祉法第 12 条に基づき、子どものための専門相談機関とし

て設置された「児童相談所」であり、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護する

ことを主たる目的として設置されている行政機関である。 

児童相談センターでは、主として次に掲げる業務を行っている。 

ア 市町村援助 

子ども及び妊産婦の福祉に関する市町村の業務に関し、市町村相互間の連絡調整、市

町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと。 

イ 相談・調査・判定・指導 

子どもに関する家庭等からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに

応ずること。子ども及びその家庭につき、家庭、地域の状況、生活歴や発達、行動等に

ついて専門的な角度から総合的に調査、診断、判定を実施し、それに基づいて援助指針

を定め、子どもの援助を行うこと。 

ウ 一時保護 

必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護を行うこと。 

エ 措置 

子ども又はその保護者を児童福祉司、児童委員（主任児童委員を含む）、市町村等に指

導させ、又は子どもを里親等に委託し、又は児童福祉施設等に入所、若しくは委託する

こと。 

オ 里親援助 

里親に関する普及啓発を図ること。里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、

助言、研修その他の援助を行うとともに、児童福祉施設に入所している子どもと里親相

互の交流の場を提供すること。 

  カ 養子縁組 

子どもを養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、

助言その他の援助を行うこと。 

  キ 民法上の権限 

    家庭裁判所に対し、親権者の親権喪失等の審判の請求又は審判の取消しの請求、未成

年後見人選任及び解任の請求を行うことができる。 

 

子どもやその家庭をめぐる問題は、児童虐待相談の急増や複雑化、多様化により、より

高度な専門的対応が必要とされる一方、早期発見、早期対応のためにはきめ細かな支援が

求められている。 

こうした状況を踏まえ、児童福祉法及び児童虐待防止法は、適宜、改正されてきた。特

に、平成２８年の児童福祉法及び児童虐待防止法改正では、児童福祉法の理念の明確化、

市町村及び児童相談所の体制強化、市町村における支援拠点の整備、里親等家庭養育の推

進等が規定された。 

これらの改正を踏まえ、児童相談センターではさらなる専門的な知識及び技術の充実を

図るとともに、福祉、保健、医療、処方等との関係機関との連携を図り、ネットワークの

充実に向け積極的な取り組みを行い、児童の権利擁護、支援の充実に向け取り組んでいる。 

また、令和元年には児童虐待防止対策の強化を図るため児童福祉法が一部改正され、児

童の権利擁護（体罰の禁止の法定化等）、児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進、

関係機関間の連携強化などについて規定された。 
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（２） 児童相談センターにおける相談援助活動の体系・展開 

児童相談センターでは、相談を受け付けた後、図のように業務を展開している。図中の

数字は、児童福祉法の該当条項を示している。 
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第２ 相談業務の状況 

１ 相談の種類 

児童についての相談は、その内容によって養護相談、保健相談、障害相談、非行相談、育

成相談の５つに分類され、さらに下表のとおり１５種類の相談種別に分けられている。 

 

○相談種別 

 相 談 種 別 内               容 

養 

護 

相 

談 

児 童 虐 待 相 談 
児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相

談 

(1) 身体的虐待：生命・健康に危険のある身体的な暴行等 

(2) 性的虐待：性交、性的暴行、性的行為の強要等 

(3) 心理的虐待：暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童が同居す

る家庭における配偶者、家族に対する暴力 

(4) 保護の怠慢・拒否（ネグレクト）：保護の怠慢や拒否により健康状態

や安全を損なう行為及び棄児 

そ の 他 の 相 談 父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等によ

る養育困難児、迷子、親権を喪失・停止した親の子、後見人を持たぬ児童

等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談 

保
健
相
談 

保  健  相  談 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患を含

む）等を有する子どもに関する相談 

障 

害 

相 
談 

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談 

視聴覚障害相談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害児に関する相談 

言語発達障害等相談 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅

滞を有する子ども等に関する相談 

重症心身障害相談 重症心身障害児（者）に関する相談 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談 

発 達 障 害 相 談 自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠陥多動性障害等の子どもに関する相談 

非 

行 

相 

談 

ぐ犯行為等相談 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、飲酒、喫煙

等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子

ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第２５条によ

る通告のない子どもに関する相談 

触法行為等相談 触法行為があったとして警察署から法第２５条による通告のあった子ど

も、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談 

育 

成 

相 

談 

性 格 行 動 相 談 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがな

い、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もし

くは行動上の問題を有する子どもに関する相談 

不 登 校 相 談 学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態にあ

る子どもに関する相談 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談 

育児・しつけ相談 家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相

談 

そ の 他 の 相 談 上記の各欄のいずれにも該当しない相談 
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２  相談・指導等の状況 

（１）相談受付件数 

令和元年度の相談種類別・市町別の相談受付件数は次の表のとおりである。 

相談種別では、知的障害相談の９２７件（３３.３％）が最も多く、児童虐待相談の８８０

件（３１.６％）、養護相談その他の５７０件（２０.５％）の順となっている。 

また、相談経路別では、順に市町村・福祉事務所が８３８件（３０．１％）、次いで警察が

７７２件（２７．７％）、家族・親戚が６７９件（２４．４％）となっている。 

○相談種類別受付件数（元年度） 

 

養護相談 保
健
相
談 

障 害 相 談 非行相談 育 成 相 談 そ
の
他
の
相
談  計 

児
童
虐
待
相
談 

そ
の
他
の
相
談 

肢
体
不
自
由
相
談 

視
聴
覚
障
害
相
談 

言
語
発
達
障
害
等
相
談 

重
症
心
身
障
害
相
談 

知
的
障
害
相
談 

発
達
障
害
相
談 

ぐ
犯
行
為
等
相
談 

触
法
行
為
等
相
談 

性
格
行
動
相
談 

不
登
校
相
談 

適
性
相
談 

育
児
・
し
つ
け
相
談 

一宮市 495 367 1 3 0 1 23 459 56 10 12 38 7 35 28 9 1,508 

犬山市 50 25 0 0 0 0 3 73 5 2 0 3 0 5 7 2 175 

江南市 113 57 0 0 0 0 6 102 8 2 4 14 1 8 10 3 328 

稲沢市 160 69 0 1 0 0 5 141 5 2 6 12 2 5 9 1 418 

岩倉市 40 17 0 2 0 0 1 70 19 0 0 0 1 0 2 0 152 

大口町 38 10 0 0 0 0 0 29 4 0 1 0 0 0 2 1 85 

扶桑町 17 12 0 0 0 0 1 48 6 0 0 0 1 2 2 1 89 

その他  3 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 2 27 

計 880 570 1 6 0 1 39 927 103 16 23 70 12 55 60 19 2,782 

％ 31.6 20.5 0.1 0.2 0 0.1 1.4 33.3 3.7 0.6 0.8 2.5 0.4 2.0 2.1 0.7 100.0 

 

  ○相談経路別受付件数（元年度） 

区 

分 

児
童
相
談
所 

市町村等 児童福祉施設 警察等 保健所等 学校等 
里
親 

家
族
・
親
戚 

近
隣
・
知
人 

児
童
本
人 

そ
の
他 

計 

福
祉
事
務
所 

児
童
委
員 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

保
育
所 

そ
の
他 

警
察
署 

家
庭
裁
判
所 

保
健
所 

医
療
機
関 

学
校 

教
育
委
員
会
等 

男 18 560 0 3 49 1 19 421 1 0 21 21 4 1 436 104 7 27 1,693 

女 13 278 0 1 23 0 20 351 2 0 28 23 1 1 243 83 5 17 1,089 

計 31 838 0 4 72 1 39 772 3 0 49 44 5 2 679 187 12 44 2,782 

％ 1.1 30.1 0 0.1 2.6 0.1 1.4 27.7 0.1 0 1.8 1.6 0.2 0.1 24.4 6.7 0.4 1.6 100.0 
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（２）調査・診断の状況 

児童相談センターでは、相談を受けた子どもの援助方針を決定するため調査・診断を行

い、その結果に基づいて指導や心理療法・カウンセリングを実施している。 

調査は、子ども・保護者だけでなく、保育所・幼稚園・施設・学校・福祉事務所・保健

センター・児童委員等の関係機関に対するものも含まれ、面接や訪問、文書、電話等で行

っている。 

医学的判定は、嘱託医である精神科医が診察指導を行っている。 

心理学的判定は、児童心理司による心理検査や面接観察指導が中心である。 

令和元年度は、計４０，３３１件の調査・判定等を実施したが、児童虐待相談における

実施件数が全体の半数を超えている。 

 

○調査・診断の実施状況（元年度） 

 

調
査
・
社
会
診
断
指
導 

医学的診断指導 心 理 診 断 指 導 そ
の
他
の
診
断
指
導 

心理療法・ 

カウンセリング等 

計 

 

 

診
断
・
指
導 

医
学
的
検
査 

そ
の
他 

知
能
検
査 

発
達
検
査 

人
格
検
査 

そ
の
他
の
検
査 

面
接
・
観
察
・
指
導 

児
童
心
理
司
等 

児
童
福
祉
司
等 

医
師
・
そ
の
他
の
職
員 

養

護

相
談 

児童虐待相談 20,262 0 0 0 24 4 5 0 79 0 17 22 144 20,557 

その他の相談 12,711 0 0 22 17 5 4 0 46   0  9 19  85 12,918 

保健相談   139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    139 

障 
害 

相 

談 

肢体不自由相談  272 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0   274 

視聴覚障害相談   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

言語発達障害等相談   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

重症心身障害相談  396 0 0 0 2 30 0 0 32 0 0 0 0 460 

知的障害相談  773 116 0 0 666 126 2 2 932 0 0 0 0 2,617 

発達障害相談  415 0 0 0 68 1 1 0 93 0 0 0 0 578 

非

行

相
談 

ぐ犯行為等相談  600 0 0 0 3 0 3 0 15 0 0 0 11   632 

触法行為等相談  599 0 0 0 8 0 11 0 19 0 32 33 4  706 

育 

成 

相 

談 

性格行動相談  995 0 0 0 12 0 6 0 28 0 2 0 5  1,048 

不登校相談   65  0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0    68 

適性相談   18 0 0 0 51 0 0 0 64 0 0 0 0   133 

育児・しつけ相談   107 0 0 0 33 0 0 0 41 0 0 0 0   181 

その他の相談   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     19 

計 37,372 116 0 22 885 167 32 2 1,352 0 60  74 249 40,331 
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（３）相談の対応状況 

児童相談センターが受け付けた相談について、調査、診断に基づき子どもや保護者等に

対して適切な援助を行っている。 

１ないし数回の助言、指示、情報提供等により問題が解決する「助言指導」が 2,497

件と全体の８７.３％を占めている。 

障害相談では、療育手帳交付やその再判定により助言指導が最も多い。 

児童虐待相談では、面前 DV による心理的虐待に対する援助は助言指導によるものが

多く、市町村との役割分担の推進に伴って「市町村送致」件数が伸びてきている。 

 

○相談対応状況（元年度） 

 

面 接 指 導 児
童
福
祉
司
指
導 

市
町
村
等
指
導
委
託 

市
町
村
送
致 

訓
戒
・
誓
約 

児
童
福
祉
施
設
入
所 

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
委
託 

里
親
委
託 

家
庭
裁
判
所
送
致 

障
害
児
入
所
施
設
等
へ
の
利
用
契
約 

そ
の
他 

計 

 

助
言
指
導 

継
続
指
導 

他
機
関
あ
っ
せ
ん 

養

護

相
談 

児童虐待相談 750 66 2 9 2 60 0 20 0 5 0 0 8 922 

その他の相談 500 26 2 0 0 10 0 18 0 14 0 0 18 588 

保健相談 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

障 

害 

相 

談 

肢体不自由相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 

視聴覚障害相談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

言語発達障害等相談 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

重症心身障害相談 34 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 40 

知的障害相談 921 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 1 939 

発達障害相談 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 104 

非

行

相
談 

ぐ犯行為等相談 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 17 

触法行為等相談 1 0 0 11 0 0 7 2 0 0 0 0 4 26 

育 

成 

相 

談 

性格行動相談 57 8 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 68 

不登校相談 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

適性相談 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

育児・しつけ相談 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 60 

その他の相談 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

計 2,497 107 7 20 2 70 7 51 2 20 1 38 35 2,857 

（注） 「その他」には、１８歳年齢超過の場合の措置延長を含む。 
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３  養護相談の状況 

（１）養護相談の主訴別対応件数 

令和元年度の養護相談の対応件数は 1,510 件で、前年度の 1,220 件に比べ 290 件増

となっている。うち児童虐待相談は 922 件と前年度の 646 件に比べ 276 件増加した。 

○養護相談主訴別対応件数（元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）虐待相談の状況 

虐待の種別では、心理的虐待が 504 件と最も多く 54.6％を占めている。次いで、身体

的虐待、ネグレクト、性的虐待の順となっている。 

経路は、警察が 575 件と最も多く、62.3％を占めている。その多くは児童の面前で行

われた DV の目撃による心理的虐待の通告であり、年々増加している。 

○虐待相談の虐待種別・経路（元年度） 

 身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 計 

都道府県等 
児童相談所 10 1 5 4 20 

その他 4 0 4 4 12 

市町村 

福祉事務所 37 3 10 7 57 

保健センター 2 0 0 0 2 

その他 2 0 0 0 2 

児童福祉 
施設等 

保育所 1 0 0 2 3 

その他 8 0 1 4 13 

警察等 131 2 406 36 575 

家庭裁判所 0 0 0 0 0 

保健所 0 0 0 0 0 

医療機関 8 0 9 4 21 

学校等 

幼稚園 4 0 1 0 5 

学校 25 5 3 4 37 

教育委員会 0 0 0 0 0 

里親 0 1 0 0 1 

家族 
虐待者本人 19 0 8 4 31 

虐待者以外 16 0 19 14 49 

児童委員 0 0 0 0 0 

親戚 8 0 4 3 15 

近隣・知人 17 0 28 21 66 

児童本人 1 0 3 1 5 

その他 2 0 3 3 8 

計 295 12 504 111 922 

 
家出 

失踪 
死亡 離婚 

傷病 

入院 

家族環境 
その他 計 

虐 待 その他 

児 童 福 施 設 入 所 1 0 0 5 20 8 4 38 

里 親 委 託 0 0 0 4 5 7 3 19 

面接指導等在宅支援 5 0 5 32 818 455 31 1,346 

そ の 他 0 0 0 4 79 18 6 107 

計 6 0 5 45 922 488 44 1,510 
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（３）虐待相談の主な虐待者 

主な虐待者は、実父母が圧倒的に多い。実父では、心理的虐待の比率が非常に高く、こ

れは児童の面前における実母へのＤＶが要因となっている。実母では、実父よりも身体的

虐待の比率が高く、実母が主たる日常の子どもの養育者となっており、育児不安、子ども

の発達、親子関係不和など様々な要因から子どもへの暴力につながっているものと考えら

れる。 

○虐待相談の主な虐待者（元年度） 

   

 

 

 

 

 

 

 

（４）被虐待児の年齢・虐待種別 

虐待の被害を受けた児童は、幅広く全年齢階層に分散しているが、身体的虐待について

は３歳から学齢前および小学生で多く、発達に応じて児童の世界が広がり、学校での課題

や友達関係など子育ての新たな困難が始まる時期にあたる。 

 ○被虐待児の年齢・虐待種別（元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 身体的虐待 性 的 虐 待 心理的虐待 ネグレクト 計 

実父 113 6 266 26 411 

実父以外の父親 19 4 24 0 47 

実母 149 2 199 85 435 

実母以外の母親 3 0 0 0 3 

その他 11 0 15 0 6 

計 295 12 504 111 922 

 身体的虐待 性 的 虐 待 心理的虐待 ネグレクト 計 

３歳未満 19 0 120 18 157 

３歳以上就学前 66 2 135 33 236 

小学生 119 1 168 31 319 

中学生 60 6 56 19 141 

高校生・その他 31 3 25 10 69 

計 295 12 504 111 922 
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４  一時保護の状況 

一時保護は、児童福祉法３３条に基づき児童相談センター長が必要と認めたとき、児童を

家庭や保護者から切り離して一時保護所に入所させるか、児童福祉施設、里親などに委託し

て行う。緊急の保護や児童の行動観察、問題の短期治療などを目的とする。 
令和元年度中、４１６件の一時保護を実施した。 

 

○一時保護の保護先・理由の内訳（元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一時保護の対応状況（元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
時
保
護
所 

一 時 保 護 委 託 

計 

保
護
延
べ
日
数 

警
察
等 

児 童 福 祉 施 設 里
親 

そ
の
他 児

童
養
護
施
設 

乳
児
院 

児
童
自
立
支
援
施
設 

児
童
心
理
治
療
施
設 

障
害
児
施
設 

養

護 

児童虐待 64 0 100 13 0 0 11 9 6 203 3,965 

その他 59 1 70 7 0 1 12 23 17 190 3,198 

障害 1 0 1 0 0 0 3 0 1 6 317 

非行 7 0 8 0 0 0 0 2 0 17 212 

育成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

保健・その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 131 1 179 20 0 1 26 31 24 416 7,692 

 

前
年
度
末
継
続
保
護 

今
年
度
保
護 

今 年 度 対 応 今
年
度
末
継
続
保
護 

児
童
福
祉
施
設
入
所 

里
親
委
託 

他
の
児
童
相
談
所
・ 

他
の
機
関
に
移
送 

家
庭
裁
判
所
送
致 

帰
宅 

そ
の
他 

計 

養

護 

児童虐待 16 198 26 2 0 0 120 55 203 11 

その他 10 184 35 13 2 0 97 43 190 4 

障害 1 6 2 0 0 0 2 2 6 1 

非行 1 16 5 1 0 0 6 5 17  0 

育成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

保健・その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 28 404 68 16 2 0 225 105 416 16 
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５ 児童福祉施設等への入所状況 

令和元年度末現在、里親等への委託及び児童福祉施設等への措置（児童福祉法第２７条第

１項第３号、同法第２項）、障害児入所給付費支給決定（児童福祉法第２４条の３第２項）、

児童自立生活援助事業（児童福祉法第６条の３）による在籍児童数は、以下のとおりである。 

○児童福祉施設等への入所状況（元年度） 

 

乳
児
院 

児
童
養
護
施
設 

児
童
心
理
治
療
施
設 

児
童
自
立
支
援
施
設 

里
親 

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設 

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設 

指
定
医
療
機
関 

自
立
援
助
ホ
ー
ム 

計 

30 年度末在籍児童数 6 134 12 0 14 7 18 6 0 0 197 

元年度末在籍児童数 3 124 8 6 28 6 22 10 4 2 215 

 

６ 里親制度 

親の病気や離婚、虐待等様々な事情により、家庭で生活できなくなった子どもたちを家庭

的な雰囲気の中で養育する制度であり、児童相談センターでは里親制度の普及啓発と登録の

推進を図り、こうした子どもたちの養育を里親へ委託している。 

（１） 里親登録と委託状況 

令和元年度における管内の里親登録と里子委託の状況は次のとおりである。 

○里親登録・委託状況（元年度末現在） 

区 分 全 体 
 

養 育 里 親 専 門 里 親 親 族 里 親 養子縁組里親 

登録里親数 65 64 1  1 40 

児童受託里親数 19 12 0 1 6 

養育里親・・・・・様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間養育する里親 

  専門里親・・・・・虐待、非行、障害等に対する専門的な知識等を用いて養育する里親 

  親族里親・・・・・実親の死亡、行方不明等により三親等内の親族が養育する里親 

  養子縁組里親・・・養子縁組によって養親となることを希望する里親 

※専門里親、養子縁組里親は、養育里親への登録が重複となっているものがある。 

（２） 里親に関するその他の事業 

愛知県では、里親制度の普及と里子委託の推進のため、里親同士の交流を図る里親養育

相互援助事業（里親サロン）、里親養育支援事業（ヘルパー派遣）や里親会の育成を図

り、里親に委託可能な児童を積極的に里親に委託をするよう取り組んでいる。 

さらに、里親等委託調整員、里親等相談支援員及び心理訪問支援員を中央児童・障害者

相談センター及び西三河児童・障害者相談センターに配置し、里親への委託推進を図ると

ともに、委託された子どもの状況把握、里親への相談助言を行っている。 



- 13 - 

 

７ 障害相談の状況 

児童相談センターでは障害相談に関連する事業として、療育手帳の交付、特別児童扶養手

当認定診断、地域の障害児等支援等を実施している。 

（１）療育手帳の交付状況 

知的障害児に対して、各種福祉サービスを受けるために障害があることを証明する療育

手帳を交付している。 

○療育手帳交付状況（元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

  ○療育手帳所持児童数（２年３月末現在） 

  

 

 

 

（２）各種診断書・判定書の交付状況 

児童相談センターでは、嘱託精神科医師による特別児童扶養手当認定診断を実施してい

る。また、関係機関からの照会や各種証明のため、判定書の交付を行っている。 

○診断書および判定書の交付状況（元年度） 

 

 

 

 

 

（３）障害児等療育支援事業への援助 

この事業は、昭和 50 年から「愛知県心身障害児（者）巡回療育指導事業」の名称で、

在宅障害児（者）とその保護者及び地域の療育グループの開拓、療育システムの整備、そ

の専門的な支援、関係機関への技術援助を目的に開始された。 

平成８年度からは、心身障害者コロニー（現医療療育総合センター）が実施主体となり、

現在は「障害児等療育支援事業」という名称で当センター管内でも展開されている。 

主に児童心理司が保育園等でのケース検討等に参加し援助を行っている。 

  ○ 障害児等療育支援事業への参加（元年度） 

 

 

 

区 分 Ａ（重度） Ｂ（中度） Ｃ（軽度） 計 

新 規 交 付 35 44 160 239 

再 判 定 209 120 224 553 

計 244 164 384 792 

区 分 Ａ Ｂ Ｃ 計 

所 持 者 数 563 364 868 1,795 

特別児童

扶養手当 

その他の

手 当 
就園・就学 

自 立  

支 援 法 
就 労 そ の 他 計 

12 1 2 34 36 3 88 

市 町 名 一宮市 犬山市 江南市 稲沢市 岩倉市 大口町 扶桑町 計 

実施回数 4 0 1 1 2 2 2 12 
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８ その他の業務 

  児童相談センターでは、関連する業務として、施設入所措置に伴う扶養義務者への入所費

用の一部負担金徴収事務を行っている。  

児童福祉法では、児童を施設に入所させたときは、その保護者の負担能力により、施設措

置費用の一部を負担させることができる。愛知県では、国の基準を参考に徴収事務を行って

いるが、その収入の状況は以下のとおりである。 

   なお、平成１８年１０月から障害者自立支援法が施行され、障害児については、原則、契

約制度となり、児童相談センターでは入所にかかる受給者証の交付手続きを行っている。 

  平成２５年４月には、障害者自立支援法を改正する形で障害者総合支援法（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）が施行された。 

 

○児童措置費負担金徴収状況（元年度末現在） 

 

  
 

調      定 収      入 

人 数 件 数 金 額 人 数 件 数 金 額 

過年度分 138 3,350 43,550,474 2 75 1,282,240 

現年度分 103 858 13,631,089 40 394 7,005,049 

計 203 4,208 57,181,563 40 469 8,287,289 
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第３ 市町村への支援 
平成１６年の児童福祉法改正により、児童虐待通告の受理先に市町村が追加され、要保護児

童対策地域協議会が法定化された。 

平成２０年には、子育て支援強化の観点から訪問事業等の強化、平成２８年には、子育て支

援拠点の整備が規定され、市町村における子育て支援や要保護児童対策の一層の充実が期待さ

れている。 

また、平成２８年の法改正で児童相談所から市町村への事案送致が規定されたことから、引

き続き市町村の相談支援体制の整備及び職員の対応力の強化に向け、支援に取り組んでいかな

ければならない。 

１ 要保護児童対策地域協議会 

管内５市２町において、それぞれに協議会を設置し、要保護児童、要支援児童および特定

妊婦にかかる情報を集約・管理している。 
要保護児童対策地域協議会全体の運営等について報告や協議をする「代表者会議」には、

児童相談センター長が出席し、市町に対する助言等を実施している。 

また、要保護児童対策地域協議会の実動的な役割を果たす「実務者会議」では、地区担当

福祉司やスーパーバイザーが参加し、情報の共有、方針の確認等を行うとともに、市町職員

に対する助言を行いスーパーバイズ的な役割も担っている。 

必要に応じて開催される「個別ケース検討会議」には、担当児童福祉司の他、児童心理司、

保健師なども随時参加し、専門的知識等を基に適切な支援に向け助言等を行っている。 

 

○要保護児童対策地域協議会取扱いケース数（２年４月１日現在） 

（注）虐待の恐れ、ハイリスクケースも含む 

 

  

 
要保護児童 

    
要支援児童 特定妊婦 

 虐待 非行 いじめ その他 

一宮市 82 65 4 0 13 56 4 

犬山市 4 4 0 0 0 3 0 

江南市  29 25 0 0 0 4 0 

稲沢市 11 9 0 0 2 7 3 

岩倉市 1 1 0 0 0 6 1 

大口町 5 5 0 0 0 0 0 

扶桑町 2 1 0 0 1 11 0 
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２ 虐待等児童問題関係機関連絡調整会議 

児童相談センターは、市町村が児童相談に応じるための相談技術の支援をする役割を担っ

ている。そのため、市町村に対して、研修会の開催や各種会議への参加を通じて援助を実施

している。 

平成１９年１月の市町村児童家庭相談援助指針や要保護児童対策地域協議会設置・運営指

針の改正により、児童虐待への対応が強化され、児童相談センターと市町村との情報交換や

共有が義務付けられた。 

当センターでは、市町村の虐待対応力向上を図り、連携を強化するため、虐待等児童問題

関係機関連絡調整会議関連の事業を次のとおり、実施している。 

○虐待等児童問題関係機関連絡調整会議関連事業（元年度） 

 

  

開催日 会 議 等 名 称 ・ 内 容 開 催 場 所 出席者数 

３/６ 

虐待等児童問題関係機関連絡調整会議 

１ 平成３０年度一宮児童相談センターの相談状

況等について 

２ 児童相談センターから市町への送致について 

３ 各市町の要対協について 

４ 子ども家庭総合支援拠点の進捗状況について 

５ 児童相談センターの体制整備について 

一宮児童相談

センター 

会議室 

２１名 
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